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みやき町火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

みやき町火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 
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提案理由 

この議案は、行政手続等における押印原則の見直し及び文言の修正が生じたことから、

みやき町火入れに関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求める

ものである。 



 

みやき町火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

みやき町火入れに関する条例（平成17年みやき町条例第100号）の一部を次のように改

正する。 

第14条第１項中「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に改め、同条第２項中「異常乾燥

注意報又は」を「乾燥注意報若しくは」に改める。 

様式第１号中「㊞」を削る。 



様式第１号（第２条関係） 

 
 

 

 



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



みやき町火入れに関する条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっ

ても強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場

合には火入れを行ってはならない。 

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっ

ても強風注意報、  乾燥注意報又は火災警報が発令された場

合には火入れを行ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそ

れがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又

は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければな

らない。 

 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそ

れがあると認められるとき又は強風注意報、乾燥注意報若しく

は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければな

らない。 
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改  正  前 改  正  後 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 
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